
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年３月２６日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

ホームセキュリティー機器

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　防犯センサーからの信号をコントローラーが受け、警報端末機に異常を知らせる
機器である。防犯センサーとコントローラー間は小電力無線、コントローラーと警
報端末機間は微弱電波で信号を送信する。
　コントローラー自体には警報機能はない。

○構造、仕様、意匠
　各機器の電源は、
　　コントローラー：ＡＣ１００Ｖ
　　防犯センサー：バッテリー、
　　警報端末器：ＤＣ６Ｖ（特定電気用品の「直流電源装置」を使用。）
　
○ 主な使用者、販売先
オフィス等。

２　対象・非対象の解釈
　
　機器全体を、特定電気用品以外の電気用品中、交流用電気機械器具「防犯警報
器」として取り扱う。

（理由）
　機器全体で防犯警報器としての目的をなすものであることから、全体（防犯セ
ンサー、コントローラー及び警報端末器）で「防犯警報器」として取り扱うのが
妥当と判断する。

（参考図）


